
千葉市監査委員告示第３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査及

び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通

知がありましたので、公表します。 

 

    平成２８年３月２２日 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司 

同       宮 原 清 貴 

同       村 尾 伊佐夫 

同       森   茂 樹 



２７千総総第９００号 

平成２８年３月１７日 

 

 千葉市監査委員 清 水  謙 司 様 

 同       宮 原 清 貴 様 

 同       村 尾 伊佐夫 様 

 同       森   茂 樹 様 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２６年度監査報告第１０号、平成２７年度監査報告第７号及び第８号により報告のあ

った監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

９９条第１２項の規定により別紙のとおり通知します。 
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報告書番号 ２６監査報告第１０号 

監査の種類 財政援助団体等監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（３）公の施設の指定管理者 

ア テルウェル東日本・スポーツクラブ 

ＮＡＳグループ 

（ア）委託料の縮減を適正に行うべきも       

    の 

千葉市都市公園施設、千葉市花見川

区花島コミュニティセンター及び千

葉市体育施設の管理に関する基本協

定書第４９条によると、指定管理者の

自主事業により利益の発生が見込ま

れる場合は、委託料を縮減することに

より利益を還元するとされている。 

これにより、年度協定による委託料

は、年度当初に見込まれる自主事業の

利益の一部を還元した後の額とされ

ている。 

また、自主事業の利益の決算額が 

年度当初に見込まれた自主事業の利

益を上回った場合は、その差額の一部

を年度協定による委託料から減じ、さ

らに委託料を縮減することとしてい

る。 

しかしながら、都市公園施設及び 

スポーツ施設については、自主事業の

利益の決算額が年度当初に見込まれ

た自主事業の利益を上回ったにもか

かわらず、委託料の縮減を行っていな

かった。 

テルウェル東日本・スポーツクラ 

ブＮＡＳグループは、委託料の縮減を

協定に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 

 

テルウェル東日本・スポーツクラブＮＡＳ

グループにおける委託料の縮減については、

平成２７年３月にスポーツ振興課長から同企

業体に対し、千葉市都市公園施設、千葉市花

見川区花島コミュニティセンター及び千葉市

体育施設の管理に関する基本協定書並びに年

度協定書に基づき適正に行うよう指導した。 

これを受け、同企業体は平成２５年度の委

託料の戻入を行うとともに、平成２６年度分

から基本協定書及び年度協定書に基づき委託

料の縮減を適正に行っている。 

（イ）事業報告書及び収支決算書を適正 

に作成すべきもの 

千葉市都市公園施設、千葉市花見 

川区花島コミュニティセンター及び

千葉市体育施設の管理に関する基本

協定書第２５条第６項の規定による

と、指定管理者は毎事業年度終了後３

 

 

テルウェル東日本・スポーツクラブＮＡＳ

グループにおける事業報告書及び収支決算書

の作成については、平成２７年３月にスポー

ツ振興課長から同企業体に対し、千葉市都市

公園施設、千葉市花見川区花島コミュニティ
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０日以内に、事業報告書に管理業務に

係る収支決算書を添付して市に提出

するものとされている。 

しかしながら、所管部局へ提出さ 

れた事業報告書及び収支決算書と出

納関係書類を照合したところ、事業報

告書及び収支決算書について、管理事

業における利用料収入の計上漏れや、

自主事業における物販事業の実施報

告に記載誤りが見られた。 

正確な事業報告書及び収支決算書

は、指定管理者による管理業務の実施

状況等を適正に把握するために必要

であることから、テルウェル東日本・

スポーツクラブＮＡＳグループは、事

業報告書及び収支決算書を適正に作

成されたい。 

 

センター及び千葉市体育施設の管理に関する

基本協定書に基づき適正に行うよう指導し

た。 

これを受け、同企業体は平成２５年度の事

業報告書及び収支決算書を訂正し委託料を戻

入するとともに、平成２６年度から収支決算

書と現金出納簿等の計数の照合を徹底し、事

業報告書と収支決算書を適正に作成してい

る。 

（ウ）委託料の確定審査を適正に行うべ 

きもの（市民局生活文化スポーツ部、

都市局公園緑地部） 

千葉市都市公園施設、千葉市花見 

川区花島コミュニティセンター及び

千葉市体育施設の管理に関する基本

協定書第４９条によると、指定管理者

の自主事業により利益の発生が見込

まれる場合は、委託料の縮減により利

益の還元をすることとされている。 

これにより、年度協定による委託 

料は、年度当初に見込まれる自主事業

の利益の一部を還元した後の額とさ

れている。 

 また、自主事業の利益の決算額が 

年度当初に見込まれた自主事業の利

益を上回った場合は、その差額の一部

を年度協定による委託料から減じ、さ

らに委託料を縮減することとしてい

る。 

しかしながら、都市公園施設及び 

スポーツ施設については、自主事業の

利益の決算額が年度当初に見込まれ

た自主事業の利益を上回ったにもか

かわらず、委託料の縮減の指示を行っ

 

 

 

委託料の審査については、平成２５年度委

託料の戻入を行うとともに、平成２６年度分

から、収支決算書と現金出納簿等を照合し、

計上漏れや誤記がないことを確認している。 

また、指定管理者に対して、自主事業によ

り利益の発生が上回った場合は、委託料の縮

減の指示を行っている。 
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ていなかった。 

市は、委託料の確定の審査を適正 

に行われたい。 

 

 


